
令和8年3月吉日

お客様各位

車両代金お支払い方法の

キャッシュレス決済移行についてのご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、当社では業務効率化および会計処理の安全性向上を目的として、

令和8年4月1日(水)より新車・中古車を含むすべての車両代金のお支払いを

完全キャッシュレス決済へ移行することとなりました。

1.対象となる取引

　　以下、注文書に計上されるすべての価格項目が

　　キャッシュレス決済の対象となります。

　　・車両本体価格

　　・メーカーオプション、付属品類の価格

　　・登録関連費用

2.利用可能な決済手段

　　・TS CUBIC
CARD（全額決済）　※提携カードを除く

　　・TOYOTA Wallet　※他社カードを除く

　　・銀行振込　

　　　（※現金での支払いは原則不可となりますので、ご了承ください）

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
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